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社協マーク

社協だより No.81
2017年４月１日 発行

「住み慣れた地域で、
　　最期まで安心して暮らせる奈義」を
　　　　　　　住民みんなでつくりましょう！

生活支
援サポーターを養成
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項　　　目

会費

寄付金

経常経費町補助金

町受託金

県受託金

事業収入

共同募金

受取利息配当金

雑収入

前期末資金収支残高

収 入 合 計

収　　　　　入

項　　　目

事業活動収入

前期末資金収支残高

収 入 合 計

金　　額

4,077 ,000

2,100 ,000

7,900 ,000

32,300 ,000

579,000

2,221 ,000

990,000

23,000

10,000

3,500 ,000

53,700,000

金　　額

9,980 ,000

2,000 ,000

11,980,000

支　　　　　出

項　　　目

法人運営事業費

生活福祉資金貸付事業費

一般福祉事業費

高齢者一般福祉事業費

日常生活自立支援事業費

さと丸バス等運行事業費

共同募金配分事業費

介護予防施設管理運営事業費

地域・包括支援事業費

予備費

支 出 合 計

支　　　　　出

項　　　目

事業活動支出

予備費

支 出 合 計

金　　額

10,868 ,000

105,000

5,117 ,000

3,400 ,000

650,000

7,000 ,000

1,140 ,000

17,970 ,000

6,310 ,000

1,140 ,000

53,700,000

金　　額

9,980 ,000

2,000 ,000

11,980,000

収　　　　　入

　３月27日に開催された理事会と３月29日に開催された評議員会において、平成29年度奈義町社
会福祉協議会事業及び収入支出予算などが慎重に審議され、承認されましたので、その概要をお知
らせします。

　奈義町社会福祉協議会では、地域福祉の推進を使命として、町民主体の基本理念
に基づき、地域住民、ボランティア、福祉委員、民生委員・児童委員、保健・福祉
・医療・介護、行政などの関係機関とより一層連携を図りながら、「住み慣れた地
域で、最後まで安心して暮らせる地域社会の実現」を目指した活動を推進していき
ます。
　平成29年度は、これまでの各種事業に加え、新しく、介護予防・日常生活支援
総合事業の地域住民主体で行う生活支援サービス、障がい児の居場所づくり事業等
に取り組みます。

平成29年度 奈義町社会福祉協議会予算

平成29年度 奈義町社会福祉協議会活動方針

単位：円

単位：円◆人材センター会計

◆一般会計
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永 井 　 順 一
松 原 　 三 郎
富 坂 　 美 明
松 木 　 　 太

安 藤 　 　 栄
粟 井 　 太 郎
安 藤 　 昭 子
西 　 　 昌 子
貝 原 　 博 子

絹 田 　 純 子 （注１）定時評議員会
　　前年度の決算認定をするた　
　めに、必ず開催しなければな
　らない評議員会で、毎年６月
　に開催。

　平成28年３月に社会福祉法の改正が行われ、平成29年４月１日施行で、社協体制の改正が行わ
れます。
　奈義町社会福祉協議会におきましても、平成28年度で社協定款の改正等を行い、準備を進めて
まいりました。
　改正の主な内容と、新体制についてお知らせします。 
◆社協役員（理事・監事）
　理事の定数を12名から８名に４名減とし、監事は引き続き２名とし、新しい役員の任期は、平
成29年６月開催の定時評議員会(注１）終了の日から平成31年６月開催の定時評議員会終了の日まで
の約２年間となります。
 ◆評議員
　評議員の定数を26名から10名に16名減とし、新しい評議員の任期は、平成29年４月１日から
平成33年６月開催の定時評議員会終了の日までの約４年間となります。
　評議員会は、社協の議決機関として権限が拡充されました。

社会福祉法改正に伴う社協体制の改正

　奈義町社協では、各地区から推薦いただいた方25名を福祉委員として委嘱し、福祉委員会を設
置しました。
　｢地域での支え合い」がますます必要とされている中、各地区と社協を結ぶ役目を担っていただ
き、民生委員・児童委員をはじめ、各関係者・関係機関との連携を図りながら、福祉活動の推進に
ご協力をいただきたいと考えています。

福祉委員の委嘱並びに福祉委員会の設置

新吉野
上町川

滝　本

荒内西

中島西

中島東

氏　　　名
水 島 美 保 子
浅 野 不 二 子
芦 田 　 桂 子
小 阪 　 百 合 子
梶 岡 由 美 子
安 藤 　 　 栄
桑 村 　 宗 次
鷹 取 　 光 子

地　区

柿

久　常

広　岡

豊　沢

宮　内
成　松

氏　　　名
芦 田 　 孝 子
定 森 　 久 芳
岡 　 八 重 子
菅 田 　 早 苗
鈴 木 　 英 子
番 匠 　 三 惠
竹 上 　 康 成
吉 元 　 智 子
粟 井 多 美 子

地　区
西　原
皆　木
行　方

高　円

関　本
小　坂
馬　桑

氏　　　名
野 々 上 冨 美 子
永 幡 　 義 補
富 坂 　 美 明
岡 　 　 鋭 子
有 元 　 　 立
爲 季 　 文 夫
延 原 　 和 栄
松 木 　 　 太

地　区

新評議員 （民生委員・児童委員協議会等各種団体から選任）

（敬称略）

（敬称略）
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　貸出数に限りがありますので、
利用を希望される方は、奈義町社
会福祉協議会にご連絡ください。
（☎36－6363）

町から、介護予防・日常生活支援総合事業の
委託を受けて下記の事業をスタートしました。

【介護用品】
・電動ベッド
・ベッドサイドテーブル
・車いす
・歩行補助器

【子育て支援用品】
・チャイルドシート
・ジュニアシート
・ベビーカー
・ベビーベッド

　奈義町社協では、町内に居住する高齢者や身体障害者の方などの日常生活の改善に必要な介護用品等や、

就学までの幼児を持つ保護者または家族の方に子育て支援用品の貸し出しをしています。

介護用品・子育て支援用品の貸し出し

　過疎・高齢社会・独り暮らし高齢者の増加により、日常生活の「暮らしにくさ」は介護保険だけで
は解決できない状況にあると、平成22年に、町内の医師やケアマネージャーをはじめとした「地域
ケア会議」の有志が、自分たちの手で立ち上げ、52人のサポーターが活動してきた生活支援サポー
ター「みつばち」を引き継ぎ、平成29年度から奈義町社会福祉協議会にサポートセンターを開設し
ました。
　町の介護予防・生活支援サービス事業の委託を受け、買い物・窓ふき・ゴミの分別やゴミだしなど
のお手伝いをします。高齢者が安心して生活できる地域と地域の役に立ちたいと考える人たちが自主
性とやりがいを持ってボランティア活動ができる地域づくりを目指します。皆様ご協力よろしくお願
いいたします。

生活支援サポートセンター　
｢みつばち」を開設

　介護予防・生活支援サービス事業の通所型サービスのモデル事業を、皆木・小

坂・馬桑地区の３地区で運営する形で、第２・４日曜日にやまびこ荘で開催します。

　超高齢社会をどう乗りきっていくか、昨年12月から準備協議会を立ち上げて話

し合ってきました。

　地域のつながりを強め、高齢になっても可能な限り住み慣れた地域で自立した生

活ができる仕組みに取り組んでいきます。

皆木・小坂・馬桑地区でモデル事業を開始 みこまサロン

（皆小馬）

◇住民主体訪問型サービス

◇住民主体通所型サービス
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日本国内でのボランティア活動中のケガや賠償責任を補償!!

全国 万人
加入

この保険は、全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約です。

社会福祉法人全国社会福祉協議会団体契約者

ボランティア行事用保険ボランティア行事用保険ボランティア行事用保険 福祉サービス総合補福祉サービス総合補償償福祉サービス総合補償送 迎 サ ービス 補送 迎 サ ービス 補 償償送 迎 サ ービス 補 償

ボランティア活動保険ボランティア活動保険ボランティア活動保険
http://www.fukushihoken.co.jp
ふくしの保険 検 索

〒  東京都千代田区霞が関３丁目３番２号 新霞が関ビル１７Ｆ
ＴＥＬ：０３（３５８１）４６６７　ＦＡＸ：０３（３５８１）４７６３
営業時間：平日の 9:30～17:30（12/29～1/3 を除きます。）

取扱代理店 株式会社福祉保険サービス

平成29年度

保険金額保険金額 年間保険料（１名あたり）年間保険料（１名あたり）

償
補
の
ガ
ケ

償
補
の

任
責
償
賠

死亡保険金

Ａプラン Ｂプラン Ａプラン Ｂプラン

1,320万円 1,800万円
1,320万円
（限度額）

1,800万円
（限度額）

6,500円 10,000円

65,000円 100,000円

32,500円 50,000円

5億円（限度額）

（傷害保険、国内旅行傷害保険特約付傷害保険、賠償責任保険） （傷害保険） （傷害保険、賠償責任保険、約定履行費用保険（オプション））

後遺障害保険金

入院保険金日額

特定感染症の補償

4,000円 6,000円通院保険金日額

300万円（限度額）

上記後遺障害、入院、通院の　
各補償金額（保険金額）に同じ

葬祭費用保険金
（特定感染症）

賠償責任保険金
（対人・対物共通）

入院中の手術

外来の手術
手術
保険金

350円 510円

500円 710円

基本タイプ

天災タイプ（※）
（基本タイプ＋地震・噴火・津波）

（※）天災タイプでは、天災（地震、噴火ま
　　たは津波）に起因する被保険者自身
　　のケガを補償しますが（天災危険担保
　　特約条項）、賠償責任の補償につい
　　ては、天災に起因する場合は対象に
　　なりません。

保険金をお支払いする主な例保険金をお支払いする主な例

保険金の種類
プラン

タイプ
プラン

●このご案内は概要を説明したものです。お申込み、詳しい内容のお問い合わせは、あなたの地域の社会福祉協議会へ●

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 医療・福祉開発部 第二課
ＴＥＬ：０３（３３４９）５１３７
受付時間：平日の9:00～17:00（土日・祝日、12/31～1/3 を除きます。）

〈SJNK16 16921　2017.2.3 作成〉

〈引受幹事
保険会社〉

奈義町社会福祉協議会会費納入のお礼
　平成28年度奈義町社会福祉協議会会費につきましては、一般会
員・法人会員・賛助会員の皆様に多くのあたたかいご支援をいただ
きありがとうございました。
　また、評議員の皆様には地区内での集金等、お忙しい中大変お世
話になりました。
　社協会費は、法人運営のほか、地域福祉活動・長寿万歳事業など
皆様の身近なところで行われている福祉活動や、町内で活動されて
いる各福祉活動団体への助成のための貴重な資金となっております。

一般会費　 3,817,000円
法人会費　    180,000円
賛助会費  　    80,000円
合　　計 　4,077,000円

奈義町社会福祉協議会会費納入のお礼

赤い羽根共同募金運動へ
　　　　　ご協力ありがとうございました！

　・各地区サロン活動への助成　　　　　　　　 　　　・町老人クラブ連合会親睦スポーツ大会
　・各種団体活動への助成　　　　　　　　　 　　　　・社協だよりの発行

平成28年度 奈義町社協への配分額　　１,０３０,０００円

・戸別募金　・法人募金　・職域募金　・イベント募金　・その他募金
平成28年度 募金実績額　　１,１４２,９０９円

　平成28年10月から行われました「赤い羽根共同募金運動」では、皆様からのご支援ご協力により、多くの募
金が集まり無事終了しました。皆様からお寄せいただいた募金は、県共同募金会を通じて、本年度の地域福祉活
動へ役立てられます。大変ありがとうございました。

　今後も、ささえあいのまちづくり、豊かなくらしの実現のため、引き続き皆様のご理解ご協力をいただきます
ようよろしくお願いいたします。
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我が家のような居心地のいい場
所

「みんなのおうち　ぽっかぽか」を開設
　障がいのあるお子さんの保護者で構成する、子どもの成長を願う親の会「どんぐりの会」が中心となり昨年度

から子どもから高齢者まで、障がいのある方もない方も皆が自分らしく暮らせる町を

目指して、研修会や視察、検討会を重ねてきました。このたび、下記の日程で障がい

児の居場所事業を開始します。我が家のような居心地のいい場所にしていきたいです。

　場　所　　奈義町Ｂ＆Ｇ海洋センター内
　開設日　　水曜日：午後１時～午後５時　日曜日：午前10時～午後４時
　対象者　　障がいのあるお子さんと保護者

　地域再生推進法人ナギカラ、奈義ファミリークリニック
と共催し、｢ちょいワルじいさん集まれ！」を企画し知恵を
出し合ってくださる男性高齢者を募集しましたところ、七人の方が集まってくださいました。高齢の男性は、
女性に比べて支援や介護が必要になると家に閉じこもり、寝たきりや認知症が進む場合が増えます。奈義町
の男性高齢者を元気にする企画を話し合っています。どんな元気にする企画が生まれるかお楽しみに！

奈義町を元気にする
ちょいワルじいさん
作戦会議

日　　　　時　　　平成29年４月22日(土）　午前10時～午後３時
場　　　　所　　　美作市湯郷地域交流センター（美作市湯郷８２６番地２）
料　　　　金　　　無　料　　事前予約は不要です。相談の時間制限なし。
担 　 当 　 者　　　弁護士・医師・司法書士・社会福祉士・税理士・社会保険労務士・行政書士・
　　　　　　　　　医療ソーシャルワーカー・介護支援専門員 等
お問い合わせ　　　高齢者・障がい者権利擁護ネットワーク懇談会（竹内法律事務所：☎086-270-8448)

「第55回 高齢者・障がい者なんでも相談会in美作」

　
３
月
18
日
㈯
、
奈
義
町
保
健
相
談
セ
ン
タ

ー
で
、
平
成
28
年
度
奈
義
町
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

会
総
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
平
成
28
年
度
事

業
報
告
な
ど
の
総
会
事
業
の
後
の
研
修
会
で

は
、「
奈
義
町
の
今
と
未
来
を
知
ろ
う
」
〜 

超
高
齢
社
会
を
乗
り
越
え
る
〜 

と
題
し
て
、

奈
義
町
社
協
の
植
月
尚
子
生
活
支
援
コ
ー
デ

ィ
ネ
ー
タ
ー
の
講
話
が
あ
り
ま
し
た
。

奈
義
町
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
会
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地 域 サ ロ ン に 行 こ う や  !
～集まって、語って、つながる仲間～

今回は、高円・関本・滝本・新吉野地区の地域サロンをご紹介します。

92歳と89歳
　　　の笑顔！！

伸びたのは背筋と
寿命？？

（滝本　元気スクラムの会）

　２月23日、勝央町総合保健福祉センターにおいて、
第５回勝英二郡身体障害者福祉協会囲碁ボール大会が
開催され、勝央町、奈義町、西粟倉村から８チーム約
30名が参加しました。
　奈義町からは２チームが参加し、１位と２位になる
成績を収め、参加者と楽しく交流し、親睦を深めるこ
とができました。

勝英二郡身体障害者
福祉協会囲碁ボール大会

仁っちゃん体操の後、
皆でお茶タイム
（新吉野　みのり会健康サロン）

淡佐正二さん（荒内西）に
風船アートを教えていただき、
　作品を手に笑顔でチーズ
　　　　　　（高円　なごみ会）

　よっしゃぁ！ええぞ！
囲碁ボールで大盛り上がり。

　　　　（関本　ひまわり会）
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編集・発行 / 社会福祉法人 奈義町社会福祉協議会　〒708－1323  岡山県勝田郡奈義町豊沢507－2  ☎（0868）36－6363

相談員が皆様のご相談をお受けします。

社会福祉協議会へ
平成28年11月16日～平成29年３月15日

金一封（敬称は省略させていただきました）

ご寄付ありがとうございましたご寄付ありがとうございました

滝　本・大内　　伸（亡父・保一）
豊　沢・髙山順二郎（亡母・文子）
豊　沢・宮垣　壽子（亡母・森安房江)
荒内西・花房　　聰（亡母・典子）
高　円・辻　　道夫（亡母・千代子）
滝　本・高森　政道（亡子・雄大）
　柿　・今井　敏夫（亡父・万壽志）
　柿　・畑中　正行（亡姉・中山玉江)
　柿　・里見　英二（亡妻・充子）
　柿　・定森　徹治（亡父・朋一）
久　常・柴田　忠良（亡父・弘）
荒内西・花房　稔雄（亡妻・扶佐)
高　円・寺坂　晴雄（亡母・泉）
中島東・中村　尚美（亡母・竹子）
滝　本・萬代　達雄（亡母・川本光子)
中島西・安藤　隆博（亡父・勝三）
豊　沢・須一　嘉行（亡母・恒子）
高　円・長畑　州三（亡母・秀子）

西　原・野々上修身（亡母・知惠子）
関　本・前原　一博（亡父・一郎）
西　原・國富　英治（亡父・治）
　柿　・柴田　育生（亡父・長之）
滝　本・有宗　桂治（亡父・助一）

高　円・山　口　　　勝

中島東・鷹　取　一　郎

滝　本・入　　知子（亡夫・實）
滝　本・芦田　五男（亡母・豊）

　柿　・柴　田　　　守

宮　内・粟　井　太　郎
町　内・さと丸バス利用者

平成29年度  人権相談・行政相談・心配ごと相談開催日のお知らせ
時　間
　午前10時
　　　～午後３時まで
場　所
　奈義町文化センター

平 成 29 年

平 成 30 年

４月20日㈭
９月20日㈬
１月19日㈮

５月19日㈮
10月20日㈮
２月20日㈫

６月20日㈫
11月17日㈮
３月20日㈫

７月20日㈭
12月20日㈬

８月18日㈮

　この車両は、地域と社協を「つなげ
る」ことで、住民主体の介護予防・生
活支援サービス事業の推進を図るなど、
ますますの地域福祉活動の充実のため
活用します。

生命保険協会岡山県協会様より
　　　　　　福祉車両のご寄贈を
　　　　　　　　　いただきました。

命名：｢つなげる号」命名：｢つなげる号」

見 舞 い 返 し と し て見 舞 い 返 し と し て

社会福祉事業（善意の基金として)社会福祉事業（善意の基金として)

社 会 福 祉 の た め に社 会 福 祉 の た め に

米寿祝い返しとして米寿祝い返しとして

榊 料 返 し と し て榊 料 返 し と し て

香 典 返 し と し て香 典 返 し と し て


